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気づいて！つないで！見守ろう！

協議会の設置促進を図るため、高齢者等の消費者被害等の状況やそれを踏まえた見守りの
必要性、そして協議会設置に向けたポイントなどについて、協議会未設置の市町村を対象とし
た行政説明会を７月11日（月）に開催しましたので、その内容を一部お伝えします。

〇「消費者安全確保地域協議会」は、平成26年消費者安全法改正により制度化され、
新潟県では平成28年11月に佐渡市で設置されたのを始めとして、これまで13市村で
設置されています。

新潟県では、｢消費者安全確保地域協議会｣の設置を進めています。

（高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク）

協議会未設置の市町村を対象に行政説明会を開催しました！

〇協議会設置市町村の県内人口カバー率の目標値について、国では50％としています
が、新潟県では高齢者等を見守る体制を全県で構築することを目標としています。

〇消費生活相談の販売購
入形態別では、65歳以上の
高齢者では訪問販売や電
話勧誘による被害が多く
なっており、認知症等の高
齢者ではその傾向が顕著と
なっています。

〇高齢者や障害者の場合、
一つの被害回復後も次々と
被害にあってしまう場合があ
り、成年後見制度や施設入
所の検討が必要な場合もあ
るため、消費者行政部局と
福祉関係部局の連携がとて
も重要です。

〇見守り活動は、消費者、行政、事業者、地域社会のそれぞれにとって異なる意義
があります。消費者だけでなく協議会の構成員にとってもメリットがあることを理解して
もらい、Win-Winな関係を構築できることが理想です。
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ご活用ください！「地域で高齢者を見守るためのハンドブック」

県では、見守る方向けのハンドブックを作成しています。この
ハンドブックには、高齢者の消費者トラブルの特徴や気づきの
ポイントのほか、見守り事例紹介等を掲載しています。

現在、県のホームページに、昨年の特定商取引法改正の内
容（一方的な送り付け行為への対応について）を反映したもの
を掲載しています。（裏表紙右下に「令和４年４月発行」と記載
されています。）

また、今年６月１日からクーリングオフの通知が書面だけで
なく電子メール等の電磁的記録で行うことも可能となったこと
について、同ページに「訂正のお知らせ」として掲載しています。

上記についてご留意いただき、協議会設置の有無にかかわ
らず積極的にご活用ください！

県ホームページ https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenminseikatsu/1356869177269.html

近年、コロナ禍で通信販売の利用機会が
増えたためか通信販売に関する相談が増加
しており、その傾向は65歳以上の高齢者で
も同様となっています。

また、実際には利用していない商品やサー
ビスの代金をメールで請求する「架空請求詐
欺」や、インターネットを閲覧中にいきなり料
金の請求画面が表示される「ワンクリック詐
欺」など、メールやインターネットを介した詐
欺も発生しています。

県ではネットトラブル防止のための啓発チ
ラシを用意していますので、見守り団体等で
ご活用いただける場合は下記発行元までご
連絡ください。（数に限りがありますのでご了
承願います。）

高齢者の方もご注意を！
「ネットトラブル防止啓発チラシ」

のご案内


